
市町村事務の広域化等に関するアンケート 

問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４

1 ①

・４２件（２１世帯）
・１回
・１２０日

・広域化することによって域内の保
険者間調整が非常に容易になる。

・専門的な部署を創設することによっ
てより専門的な知識を持った担当者
を配置することができるようになり、
未収金の回収率増加が期待できる。

現時点で国保連合会が行っている
業務に近いと考えられるため、協会
けんぽや他県市町村だけでなく、他
の社会保険とも保険者間調整に係
る覚書を締結する必要があると考え
られる。
また保険者間調整を行う以前の返
還金請求等は各市町村で行うものと
思われるため業務内容等について
出来る限り統一する必要がある。

③ ①
【特定健診】未受診者受診勧奨はが
き　4000通
受診勧奨訪問　160件

【特定健診】県内どこでも受診できる
ようにすることで、受診機会が増大し
受診率向上が見込める。

広域化の際も、市町村の独自の取り
組み（衛生部門との連携等）を阻害
しないように留意する必要がある。
最低基準の部分だけ全県で共同実
施し、＋α の部分で各市の取り組み
が活かせるような形が考えられる。

2 ③ ③ ③

3 ①

・２００件
・１人×３０日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う市民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。
・県内市町村国保との包括的合意に
かかる保険者間調整において、事前
調整などの手続き軽減が期待でき
る。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

③ ③

4 ③ ③ ③

5 ②

・１９件
・１１０，９０７円
・１人×３０日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

③ ②
・特定健診受診勧奨パンフレットの
作成５，０００部

・県内全体の特定健診受診率・特定
保健指導実施率の向上が期待でき
る。

マスメディアを利用して県民へ特定
健診受診勧奨を行う。

6 ①

・療養費代理受領方式未実施（H28
実施予定）
・包括的合意に基づく保険者間調整
のみ実施

・本人請求による被保険者の金銭的
負担が軽減される。
・返戻により医療機関の負担が軽減
される。

・現在、県内医療機関のみの調整で
あるが、被保険者が県外医療機関
を受診している場合も調整ができる
よう協力依頼を行う。

② ・２６，０００件 被保険者証印刷等経費の削減 各保険者のシステム対応 ② ・受診者１７，５２４人
・対象年齢、費用、項目の平準化
・他市町村での受診が可能であれ
ば、受診率の向上が期待できる。

・他市町村の契約医療機関におい
て、特定健診の受診が出来るよう、
協力依頼を行う。

7 ③ ① 年１回
一括処理による事務処理軽減と経
費削減が期待できる。

各市町村で引き抜き対象者等に対
応する。

②

特定健診勧奨通知
・年一回
・約8000件（未受診者数）

特定保健指導勧奨電話
・580件

県民単位で向上対策を行えることに
より，大規模な対策と経費削減に期
待できる。

対象者の共有。

8 ①
・８件
・２００万円

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合がある。県が保険者となること
で、健保組合側の対応がより協力的
になることが期待でき、県が健康保
険組合団体連合会千葉県支部等と
調整することが可能と考えることから
保険者間調整の協力依頼を行う。

③ ③

9 ①

・２００件
・歳入　　４，８３６，３８２円
・歳出　１４，５３４，０９５円
・１人×３０日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

③ ③

10 ①

・年間　約８０件
・年間　約１８０万円
・１人×月２日×３０日程度
（被保険者本人への返還請求分の
み）

・保険者が広域化することに伴い返
還対象者の減少が予想されることに
よる対象者の一時的な金銭的負担
が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

資格喪失後受診に係る不当利得の
返還請求についての保険者間調整
は被保険者への返還金徴収が行え
なかった場合の調整方法とされてい
るが、国保連合会に確認すると市町
村の考え方によって相違があるとの
ことであったため、実施に当たって
は事務処理方針を統一する必要が
あると思われる。

①
更新時
・件数（3,859世帯・6648人）
・業務量（3人×5日）

・保険証及び保険証封筒括印刷一
括発注によるコスト減が期待でき
る。

今後実施予定のシステム改修は必
須
各市町村の一斉更新日、有効期
限、短期証及び資格者証の交付基
準を統一していく。

②

特定健診
・延べ１３０人程度
・１００日程度
・８００万円
特定保健指導
・延べ９０人程度
・５０日程度
・３００万円

広域化することにより、不足している
マンパワーが均衡化され効率があ
がると考えられる。

特定健診を一元で契約し、費用を下
げるなどして、その差額で、受診者
を上げるような施策を展開する。
特定保健指導について、期間の不
足している対象者に対しても自主事
業などを実施しているが、マンパ
ワーをより投入し更に受診率を上げ
る。

11 ③ ②
・２，０５０件
・７８万円
・２人×７日程度

・委託業務の一括契約により経費の
削減が期待できる。

・被保険者証の様式統一化
・社会保険喪失など資格取得時の
場合の被保険者証の窓口即日発行

③

12 ③ ③ ③
13 ① ③ ③

14 ③ ③ ②

・約1,500件
県内統一で医師会と契約し、どこで
でも個別健診を受けられるようにす
る。

・被保険者の利便性が高まり、受診
率の向上に繋がる。

・県と県医師会で契約。
・書式等は県内で統一する。
・結果データをＸＭＬに加工する業者
を県内統一で委託する。

15 ②

・５件
・５万円
・１人×２日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

③ ③

16 ① 0

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う被保険者の一時的
な金銭的負担が軽減される。

③ ① 特定健診受診率　41%
特定健診業務に携わる事務職員数
の減少等

17 ③ ②

・年間１回
・約８,９００件
・約１５,２９０人
・７人×７日間程度の事務量

・保険証年次切替作業に伴う職員の
負担の大幅減が期待できる。
・保険証カードの一括購入により、経
費の削減が期待できる。

・短期保険証交付基準の統一。
・保険証の有効期限の統一。

③

①保険者間調整 ③特定健診・保健指導②被保険者証
番号

－　1　－



市町村事務の広域化等に関するアンケート 

問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４
①保険者間調整 ③特定健診・保健指導②被保険者証

番号

18 ③ ③ ①

特定健診・特定保健指導は重症化
することで高額となる生活習慣病を
予防するために実施している健診だ
が、法定報告や補助金、及び多重
受診の性質から、４月１日移行に異
動があったものについては、多くの
市町村で健診を行っていない。１年
に１度という健診の枠から日付の関
係で漏れてしまうものもいるため、市
町村間だけでも健診受診の記録が
共有できると被保険者の健康管理
が適切におこなえるのではないかと
考えられます。

健診の実施率に大きく影響している
理由に「既に通院している」が挙げら
れるが、医療機関で受けている検査
をみなし受診にできることを想定した
システム整備や医療機関への周知
が必要。
また、健康管理が継続して管理でき
る用な体制づくりが必要だと考えら
れます。

19 ①

・１９０件（10万円以上/件）
・２，５００万円
・１人×１２０日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。
・個々の保険者で対応するよりも、
事務負担の軽減が期待できる。

・国保間、協会けんぽとの保険者間
調整は国保連を通じて対応可能と
なっているが、健康保険組合は対応
してくれる組合とそうでない組合があ
るため、県が実態を把握するととも
に、健康保険組合団体連合会千葉
県支部等と調整し、できるだけ保険
者間調整に応じるよう協力依頼を行
う。また、国保間の保険者間調整に
係る医療機関等からの委任状につ
いても、提出していない医療機関等
があるため、提出するよう協力依頼
を行う。

③ ②

＜特定健診受診率（H26）＞
33.4％

＜特定保健指導受診率（H26）＞
9.8％

他の自治体で効果が出ている施策
を実施することで、同様の効果が得
られることが期待できる。

・他の自治体で行っている特徴的・
効果的な、実施率の向上対策につ
いて県が中心となり情報収集・分析
等を行い、県内自治体へフィード
バックしていただきたい。
・各種広報、啓発活動について県単
位で行う。

20 ②

歳出：94件　2,894,026
歳入：74件　  706,490
１人×60日程度
（療養費代理受領方式の調整分）

広域化で県全体という大きな事業体
となることにより、協会けんぽ以外の
保険者との保険者調整実現が安易
になることが期待される。

国保連合会を通じて調整できない保
険者との調整をどのように行うかを
検討する必要がある。

③ ②

特定健診実施日のポスターを市内
各所に掲示
ＪＡへＰＲ活動を実施
155,414円（パンフ購入代）
１人×10日程度

広域化により県全体での予算規模と
なるとともに、他市町村の先進事例
に即した、効率的な対策を実施でき
ると考えられる。

より効果的な向上策を採用する必要
があり、向上策の策定方法・財源の
確保策を充分に検討する。

21 ③ ③ ③

22 ①

代理受領方式による保険者間調整
・150件　・3,000,000円

包括的合意に基づく保険者間調整
・600件　・4,500,000円
（件数はレセプトの件数）

・保険者による直接請求により県民
の一時的な金銭負担、手続きの軽
減の効果
・転出事由による不当利得の事務の
削減

・協会けんぽ以外の健康保険組合と
の保険者間調整事務の拡大
・保険者間調整を行うにあたって、振
替先の新保険者を明確にする

②
・１０２，３００件
・６３０万円
・４人×１００ 日程度

被保険証を統一することにより、長
期的には被保険者証並びに同封物
などの費用削減・事務の効率化、ま
た同一県内でのサービスが標準化
することにより被保険者にとっても利
便性が向上する。

各市町村の特性を尊重、状況を鑑
みつつも、最低基準については共通
の認識をもち、同一県内で取扱いが
異なり被保険者に混乱をきたさない
ようにする。

③

23 ①

・１２５件
・３２５万円
・１人×５日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・国保が旧保険者の場合、各国保保
険者による小額多数の調整が広域
化されることで、新保険者たる社保
側の負担が軽減され、調整の成功
率、速度が高まり、債務者である県
民の負担が軽減されるほか、国保
保険者による療養の給付費執行事
務がより適正なものとなる。
・被保険者による申請書の提出も不
要な枠組みが構築できれば、県民
の利便性が飛躍的に高まるほか、
各保険者の適正な療養給付費の負
担が実現される。

・県が、協会健保との調整における
国保連のような機能を果たす。例え
ば旧保険者たる市は県へ、必要な
情報（紙、データ）を提供する。県
は、県内国保の保険者代表として一
括で各社保（もしくは代表団体）へ返
納金を請求、受領する。
・理想としては、極力ペーパーレス化
し、被保険者記入の申請書等は１枚
もしくは０枚とする枠組みを構築する
ことで旧被保険者たる県民の負担を
軽減する。旧保険者、新保険者は資
格と請求点数のエラーを確認し、請
求権等は県が取り纏め、国保連や
支払基金を活用し、金銭的調整を行
う。支給決定、精算は従来どおり新
保険者、旧保険者が行う。

①
・１１,２４１世帯
・２,４６５万円
・７人×１０日程度

・一括契約により、保険者の負担が
軽減される。

・被保険者証と高齢受給者証との一
体化を含めた様式の統一化。

③

24 ①

・５１件
・約７６万円
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ一時的
に返還することがないことにより市
民（被保険者）の協力を得られやすく
なる。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県が主導となり、健康保険組合団
体連合会と調整し、できるだけ健康
保険組合についても保険者間調整
に応じるよう協力依頼を行う。

①

8月　保険証一斉更新交付件数　約
２２，０００件
2月　短期保険証更新交付件数
約１，７００件

県が被保険者証の作成を行うので、
市町村の事務は確認、交付となり、
事務の軽減が期待できる。

資格処理と被保険者証作成、交付
の連携が必要

③

25 ②

・２０件
・２００万円
・１人×２０日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・現物化されているものや公費を
使っているものについても柔軟に対
応できるようシステム変更等を行う。

③ ③

26 ②

件数：３件
金額：１２５万円
１件当たり：３０日程度
（平成２６年度実績、いずれも代理
受領方式によるもの）

不当利得返還額を相手先保険者と
調整することにより、被保険者の一
時的な金銭的負担が軽減できる。
未収金の縮減が期待できる。

協会けんぽ、国保組合、市町村国保
以外の保険者は、調整に対応してく
れるかどうかが保険者ごとに異なる
ため、県が中心となって調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

③ ②

・特定健診受診率
　１，１９８件の受診勧奨送付。
・特定保健指導実施率
　１，４０６件　当初案内送付
　２９５件再送付

・効果の高い対策をとっている自治
体の方法をとっていただくことで、受
診率が低い自治体でも向上が見込
めること。
・自治体間での格差の解消が見込
めること。

・地域ごとに未受診者の層に特徴が
あると思うので、各自治体の要望も
可能な限り反映していただけること
が前提となる。

27 ①

・１５０件
・２００万円
・１人×１５日程度

・資格の確認及び保険者間調整合
意の確認事務が、各市町村でそれ
ぞれに行わずに済み、軽減される。
・一つの保険者へ調整依頼が増え、
不当利得に係る未収金の縮減が期
待できる。

・県レベルで、保険者間調整を行え
ば件数も増え、協会けんぽ・健康保
険組合団体連合会千葉県支部等と
の相互に調整できるような体制が取
れるのではないか。それにより、療
養費の請求も減少する。

③ ④

28 ①

・２５０件
・３００万円（療養費代理受領方式に
よる調整分のみ）
・１人×３０日程度×４回（療養費代
理受領方式による調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

②
・２７，１００件（世帯）
・４２，５００枚

・保険証の交付を広域化にすること
で、窓口対応の公平性が期待でき
る。

・システム及び手続きに必要な書類
を統一する。
・保険証を即時発行する場合の対応
を統一する。

③

29 ②

（療養費代理受領方式による調整
分）
20人45件程度

・県民（被保険者）の金銭的負担、事
務手続きの負担を省くことができる。
・保険者の未収金の縮減、債権管
理、回収にかかる事務的負担の軽
減が期待できる。
・現在、包括的合意に基づく保険者
間調整で対応できていない、月内異
動に伴い、レセプトが分割される場
合などについても調整が進められる
ことを期待する。

・広域化以前の市町村の債権管理
は継続して市町村で回収を行う必要
があるのか。また、広域化後の債権
管理は県で行うのか。

③ ②

特定健診（H27）
・6,871名参加
・6月頃から12月初旬ごろまで
・乳がん検診の超音波検査（1,000
円）以外の自己負担はなし

特定保健指導（H27）
・92名参加
・自己負担なし

・広域化によって、他市でも健診を受
けられるようになれば、
健診機会が増え、受診率の向上に
期待できる。
・対象者を紐付し、国保加入者で転
入してきた健診対象者が
前市町村で健診を受けたかすぐに
確認できるようになるよう期待する。

・がん検診などと同日受診できるよう
な日程調整
・協力医療機関との連携
・自己負担額の調整
・国保加入者の紐付作業
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市町村事務の広域化等に関するアンケート 

問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４
①保険者間調整 ③特定健診・保健指導②被保険者証

番号

30 ②

・10件
・100万円
・1人×30日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

不当利得の未収金削減が期待でき
る

対応が異なる健康保険組合,共済組
合について県で統一して取り組むた
めには各市町村での対応状況等の
情報共有が必要である.

①

・２７，６００件(７月一斉更新時。更
新は、年２回)
・印刷製本費　４５０万円
・郵便料　　　８５３万円
・担当4人　保険証印刷契約から発
送までの作業として4ケ月

被保険者証の更新時期、有効期限
を統一することにより、医療機関で
の資格確認が分かりやすくなる。
市町村においては、被保険者に対
する説明が明確になる。
一斉更新時における印刷から発送
までの異動による対応作業が全て
の市町村で同時に行われることによ
り適切に対応できるようになる。

被保険者証の更新時期、有効期限
の統一を図る。
ただし、短期被保険者証の有効期
限、資格証明書の取扱いをどうする
か検討が必要。

②

・積算年１回・契約年１回・支払いに
係る事務年１２回
・特定健診のうち集団健診で保健師
が57日
・未受診者勧奨通知　4300件

個別健診委託料の統一化を図ること
で、県内の健診の総合乗り入れが
可能になり、受診率増が期待できる

オプション健診については、単価を
決めていただき、契約はそれぞれの
市町村で実施が必要になるかもしれ
ない。

31 ①

・７件
・466,629円
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

①
・更新発行時　約1,500枚
・3市町村合同で発注、作成
・それぞれの町で発送

・保険証の統一化により、印刷費の
軽減

・後期高齢者医療と似たような仕組
みで被保険者証発行が可能になる
のが理想である。

①
・広報、無線を使用した周知の実
施。

・これまでと同様に、統一した受診促
進の広報等が出来るため
・他市町村との意見交換会も出来る
と思うため

32 ③ ③ ③
33 ③ ③ ③

34 ①

【保険者間調整】
・28件
・434,000円
・1人×3日
【不当利得】
・17件
・230,000円
・1人×3日

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

①

・5,250枚
・被保険者証、封筒、封緘等一式
560,000円
・被被保険者証ケース　265,000円
・郵便料　840,000円
・3人×5日

経費の削減
事務負担の軽減及び効率化

共通経費として、事務費の公平な負
担
手法としては、現在後期高齢者医療
広域連合が実施している方法
市町村規模に応じた均等割、被保
険者数割など。

③

35 ②
・１３９件
・１，４４１，６１５円
（２７年度実績）

・調整可能な健康保険組合を一括で
管理できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

③ ③

36 ② ③ ③

37 ①
・１１件
・１４万円

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。
・県内での市町村間転居の場合に、
本人からの同意を不要とし自動調整
とすることができれば、調整時間の
短縮や事務の簡素化が期待できる。

【社保との調整】
・協会けんぽとの保険者間調整は国
保連を通じて対応可能となっている
が、健康保険組合は対応してくれる
組合とそうでない組合があるため、
県が健康保険組合団体連合会千葉
県支部等と調整し、できるだけ保険
者間調整に応じるよう協力依頼を行
う。
【国保間調整】
・これまでは本人の同意を得た後に
連合会を介して保険者間調整を実
施していたが、広域化後は、国保資
格者の同一県内の異動によるよるも
のは不当利得とはならないという扱
いで、過誤等と同様に自動調整す
る。

①

【件数】
・一斉更新時：３，０００件
・随時交付（短期証、資格取得等）：
１，１００件
【回数】
・一斉更新：年１回
・短期証交付：年３回（一斉更新時を
除く）

・共同で作成することによって、用紙
印刷代や人件費等作成にかかる経
費の削減ができる。
・一斉更新の時期などは各市町村で
事務が繁雑になり、特に職員数の少
ない小規模町村では負担が大きい
ため、共同処理により負担の軽減が
図られる。

【実施方法】
・更新時期に、被保険者証を印刷
し、世帯ごとにまとめ封詰めする作
業をお願いしたい。
・異動に伴う随時発行分は、各市町
村で作成する。
【前提条件】
・被保険者証様式の県内統一化が
望ましい。
・高齢受給者証と一体型の被保険者
証を採用している市町村と、別交付
の市町村のどちらも対応できるよう
にする必要がある。

②

【特定健診】
・対象者：２，４８９人
・受診者：７８６人
【特定保健指導】
・対象者：１０５人（動機付け：７７人、
積極的：２８人）
・受診者：３４人　（動機付け：２９人、
積極的：　５人）

・特定健診の実施について、広い範
囲（県内）で個別健診を受けられる
体制をつくることで、被保険者の利
便性の向上を図るとともに、かかり
つけ医での受診も可能となり、受診
率の向上が期待できる。

【実施方法】
・個別健診について、県内保険者の
代表と県医師会又は県内の健診実
施が可能な医療機関と個別健診の
契約を締結し、他市町村にある医療
機関でも健診を受診できる体制を整
える。
【前提条件】
・委託料、受診券様式、健診項目等
が市町村により異なるため、調整が
必要となる。

38 ① ① ③

39 ①

・５件
・１００万円
・１人×１０日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・各保険者で行っている事務作業が
合理化される。

・特記なし ②
・当初２，８００件
・随時３００件
・１人×１０日

・広域化に伴い、被保険者に対して
一律の対応が可能となる。

・各市町村で随時交付は可能として
おくことが望ましい。

③

40 ②

・１２０件
・１２０万円
・１人×３０日程度

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う被保険者の一時的
な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合連合会千葉県支部等と調整し、で
きるだけ保険者間調整に応じるよう
協力依頼を行う。

③ ③

41 ②

・約３００件（約１５０世帯分）の不当
利得発生。うち約２００件が振替先と
して協会けんぽが該当
・約１０００万円の不当利得が発生。
うち振替先が協会けんぽとなる不当
利得が約７６０万円発生。

・被保険者の返納手続き・社保への
請求手続きを省略できる
・今まで被保険者ごとに個別対応し
ていたものが、まとめて処理できる。
個別の連絡業務等の縮減。
・未収金の縮減が期待できる
・被保険者の一時的な金銭的負担
の軽減

・保険者間調整に応じない保険者か
らの意見収集
・協力体制にむけた協議の実施

②
・毎年８月１日一斉更新　約19000人
分
・短期証更新（２月）　約3000人分

・一括大量発注により証作成費用の
削減が見込まれる。
・契約発注業務の事務軽減が期待
できる。

・窓口での随時発行は現状のまま
・更新時期及び同封物の統一が必
要

②
・特定健診委託契約　集団健診－１
社、個別健診－4医療機関

・県が県内医療機関及や各市町村と
契約を取りまとめ、県内医療機関や
他市町村で受診可能になれば被保
険者の受診機会拡大が期待され
る。

・各市町村独自の検査項目を加味し
ての契約は困難だと考える。

42 ①

・１８７件
・１，７１８，８４２万円
・１人×２４日程度
（療養費代理受領方式による調整分
の件数、調整額及び当該事務に係
る年間の事務処理日数）

・不当利得に係る保険者間調整につ
いては、平成２８年度より恒久化され
ているが、都道府県が保険者となる
ことから、広域化した方が整合性が
とれる。

県が健康保険組合団体連合会千葉
県支部等と調整し、できるだけ保険
者間調整に応じるよう協力依頼を行
う。

③ ③

43 ①

・３５件
・約２００万円
・１人×１０日程度　（療養費代理受
領方式による調整分のみ）　　　※
H27実績　不当利得請求後未払者、
又は被保険者申出者を実施

①広域内転居県内の被保険者の処
理を一元化できる。

②その他は、例と同じ。

①不当利得請求（被保険者請求）せ
ずに実施か否かにより事務量、実施
方法が異なる。

②保険者間調整に応じない健康保
険組合がある場合に県が行うのか、
各市町で対応するのかを協議する
必要あり。

③ ①
・受診対象者：13,000人
・受診者：4,900人
・受診勧奨対象者：8,100人

①特定健康診査（個別健診）を県内
で統一契約とし、医療機関数を増や
す。また、医療機関での検査結果の
提供を促す。

②職場健診などの結果を県で一括
受領し、関係市町村に配布する。

③医療機関管理中だが悪化してい
るものに保険指導できるように医療
機関と総合的に調整する。

市町村単位ではなく、県として交渉
することで、これまで非協力的だった
団体などに交渉ができるようになる
と考える。

　一方、市町村の独自性も残せる仕
組みとして欲しい。
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問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４
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番号

44 ①

・１２３件（レセプト件数）
・１３４万円
（療養費代理受領方式による調整分
のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

②
・３５，０００枚（一般被保険者）
・１，０００枚（退職被保険者）

・共同印刷による経費の削減
・様式の統一化、発送時期等の事務
処理、高齢受給者証との一体化の
調整を図る。

③

45 ③ ③
保険証10万枚、高齢受給者証1万
枚、資格者賞3千枚

印刷する保険証等の様式統一、シ
ステムの統一など

②

・特定健診未受診者対策
・対象者：過去に一度も健診を受け
ていない方７，７００人
・方法：受診勧奨通知及び電話勧奨
・実施機関：６月～９月
・委託費：２，２００千円

千葉県全体で受診率の高い地域と
低い地域での比較検討を行い、受
診率向上のため効果的な対策を立
てることができる。

・市町村規模により、人材等の支援
が必要と思われる。（市町村と県と
の共同計画作成）

46 ③ ④ ③

47 ①
・６件，６，６０４，８６４円
（療養費代理受領方式による調整
分）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・保険者間調整に対応可能な健保
組合の範囲の拡大
・現在当市では被保険者への返還
請求を基本としているが，保険者間
調整による精算を優先して実施す
る。
・高額療養費（償還分）を含めた調
整の実施

①
更新時発行件数：約１００，０００件
窓口交付件数：約１，８００件/月
例日，例月郵送件数：約５００件/月

・被保険者証の作成は加入者の資
格状況を把握し，保険請求に関わる
ものであり，必要不可欠と考える。

・実施方法は，標準化やその他の方
法が望ましい。
・標準化とした場合の仕様は，高齢
受給者証と一体型のカード型をと
し，各自治体で作成することが望ま
しい。（データバックアップから発行
までの移行期間の処理，抜き取り作
業等に支障をきたすため）

①

・特定健診受診券発送約80,000件，
受診者約30,000人，保健指導利用
勧奨通知約1,400件，実施数約700
人
・市医師会，他県医療機関との特定
健診，人間ドック等実施に関する委
託契約事務
・特定保健指導に関する契約事務

・特定健診・特定保健指導の実施医
療機関が，県内医療機関及び隣県
医療機関に拡大することで受診環境
が整い受診及び実施率の向上が期
待できる。

・県は県医師会との調整が必要

48 ① 実績無し

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う被保険者の一時的
な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

保険者間調整に応じる保険者を増
やすには、市町村が個別に依頼す
るよりも、国保連を通じて実施した方
が効果的であると思われる。

②
被保険者　人・　　　世帯に送付
封緘作業に臨時職員雇用（２名×８
日間）

業務の効率化・経費削減

・被保険者証作成時と発送時の時間
差が大きくなる
（その間の異動について、対応しな
ければならない）

③

49 ①

・２３件
・約３００万円
（いずれも療養費代理受領方式によ
る保険者間調整申請分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

③ ③

50 ①

・２２５件
・１４９万円
・１人×３０日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う県民（被保険者）の
一時的な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

③ ②
・特定健診受診率：４５％
・特定保健指導実施率：１０％

・県内（市外）の医療機関で特定健
診の受診を可能とすることにより、受
診者の利便性が図られ、受診機会
の拡充が期待できる。

・国保連や関係機関等と調整や協議
を行い、費用単価、検診内容、指導
が受けられる体制づくりを行う。

51 ③ ③ ②

特定健診
　個別通知３万５千通
　受診勧奨通知２万通
　電話での受診勧奨　５００件（国保
連支援事業）
特定保険指導
　電話での利用勧奨　７００件（業務
委託）
　利用勧奨通知　３００通（業務委
託）

効果的な事例や先進的な事例を情
報共有することにより、事務の効率
化や受診率の向上が期待できる。

特になし

52 ②

（療養費代理受領方式）
　・４００件
　・１人×６０人日程度
（組合保険者間調整・本人請求）
　・１５０件
　・１人×３０人日程度

・県内市町村間での情報の共有、事
務の均一化

・けんぽ組合とも「療養費代理受領
申出管理ツール」を利用した保険者
間調整を可能にする。

②

（一斉更新）
　・２年ごと
　・約２２，０００通（約３３，０００枚）
　・３人×７人日程度
（即時交付）
　・年間１３，０００枚程度

・県内で統一された様式を使用する
ことによるスケールメリットを生かし
た、用紙代・封筒代・印刷代等の縮
減
・様式の統一による医療機関での事
務効率向上（年度ごとの色分けに一
定の効果、記載事項や記載箇所の
統一化）

・用紙の発注は県単位で行い、ス
ケールメリットを生かす。
・県が主体となって様式の統一化を
図り、各市町村もシステム改修等の
必要な措置を講じる（要補助金）。
・一斉更新の時期も統一化し、一斉
更新においては県が印刷等の後処
理まで実施できれば尚良い。

③

53 ①

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う被保険者の一時的
な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

・県内市町村国保、協会けんぽとの
保険者間調整は国保連を通じて対
応可能となっているが、健康保険組
合は対応してくれる組合とそうでない
組合があるため、県が健康保険組
合団体連合会千葉県支部等と調整
し、できるだけ保険者間調整に応じ
るよう協力依頼を行う。

③ ③

54 ②

・６００件
・６００万円
・１人×６０日程度
（いずれも療養費代理受領方式によ
る調整分のみ）

・不当利得額を旧保険者へ直接返
還することに伴う被保険者の一時的
な金銭的負担が軽減される。
・不当利得に係る未収金の縮減が
期待できる。

健康保険組合や共済組合について
も、協会けんぽや国保組合と同様な
保険者間調整を行う。

③ ①

特定健診対象者数21,190人受診者
7,074人（26年度法定報告）
5月末受診券個別通知、6月～12月
個別健診実施
電話・はがきによる受診勧奨(未受
診者等）、
特定保健指導対象者数923人終了
者230人（26年度法定報告）
7月～次年度9月　直営　文書・電
話・面接・訪問等で実施。
その他周知方法　ポスター、広報、
ＨＰ、チラシ配布等
専任保健師１、兼任（保健師１、管理
栄養士２）非常勤事務職員１　常勤
臨時（管理栄養士２、保健師１）
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市町村事務の広域化等に関するアンケート 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

番号
問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４

③ ③

③ ③

③ ③

③ ③

③ ②

・国保パンフレットの作成４，０００部
・国保税パンフレットの作成１，０００
部

・国保制度の周知や国保税収納率
の向上が期待できる。

・マスメディアを利用して県民へ国保
制度の周知や国保税の納税を促
す。

③ ②
・市の広報紙、ホームページ等に掲
載。

・パンフレット作成を県で一括発注す
ることにより経費の削減が期待でき
る。

広報活動の県一元化

③ ③

① ・新任者研修、専門研修など

・資格要件・事務処理などについて
は、これまで市町村単位で保険者判
断とされていたところであるが、県と
して事務処理の標準化が必要と考
える。

・県、国保連で実施している事務処理等研
修について、資格要件・事務処理などを県
内市町村統一した内容で実施する。

①
・広報掲載７回
　(税２回、健診２回、更新1回、給付
1回、ドック１回）

・スケールメリットを生かしたメディア
活用(テレビ・ラジオ・新聞掲載）など
が可能となり、国保税・料の納付、特
定健診受診意識向上などに効果が
あると考える。

・国保連が現在実施しているラジオ
ＣＭなどをさらに拡大して実施する。

③ ③

①

年間３８日程度：一人当たり５～６日
・資格関係 延べ５日、給付関係 延
べ８日、税関係 延べ３日、
 保険事業関係　延べ７日、その他
延べ９日

・糖尿病予防教室：１０回
・糖尿病予防通信：３回発行
・高血圧予防教室：１回

研修により、資格管理や給付の事務
の市町村間のバラつきを無くしていく
とともに、事務の軽減や効率化も期
待できる。

高齢化が進み窓口での住民への説明は
今後ますます丁寧に解り易く行うことが求
められる。また、転入・転出者等に対して、
共通・一貫した対応ができないとトラブル
になる可能性もある。研修等を通じて、円
滑な窓口業務を支援いただきたい。

①
・広域化に関する広報・キャンペーン
の実績は現在のところ特になし

広域化に関する周知等は、市町村
が行うとバラつきが出る。
県が一貫して行うことが望ましいし、
市町村の負担も軽減できる。

後期高齢者医療のようにチラシ、パ
ンフレット類を共通で作成していただ
きたい。県域化になるということは、
なるべく共通化出来るところはしてい
く方が、住民にも説明しやすいと考
える。

③ ③

③ ③
① ①

③ ③

③ ③

③ ③

③ ③

⑤広報・キャンペーン④研修会
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市町村事務の広域化等に関するアンケート 

番号

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４
⑤広報・キャンペーン④研修会

③ ③

③

現状、県や国保連で行っている各種研修
や広報・キャンペーンを引き続き行う中
で、テーマについては各自治体の要望等
を踏まえて変えていく等の工夫をしていく
必要がある。

　県が中心となって、他の自治体でより特
徴的・効果的な研修会や広報・キャンペー
ンを行う事例についての情報収集・分析等
を行ってほしい。

③

現状、県や国保連で行っている各種
研修や広報・キャンペーンを引き続
き行う中で、テーマについては各自
治体の要望等を踏まえて変えていく
等の工夫をしていく必要がある。

　県が中心となって、他の自治体で
より特徴的・効果的な研修会や広
報・キャンペーンを行う事例について
の情報収集・分析等を行ってほし
い。

②
市町村としては特に実施していな
い。

事務処理方法の標準化の考究と普
及が促進されることが期待できる。

標準化・共同処理化された事務処理が普
及するために、実施するものであるため、
標準化共同処理化の検討を充分に行う必
要がある。

②
市町村としては特に実施していな
い。

広域化により県全体での予算規模と
なるため、市町村単体で実施するよ
りも効果的な事業が実施できると考
えられる。

財源を確保する方策の検討が必
要。負担金として市町村から吸い上
げるよりも、国からの補助金で対応
できるような制度作りが必要。

③ ③

②
先進事例などの情報共有により、よ
り良い事務の方法や新たな施策の
参考となる。

実施方法：その他 ②
保健事業啓発用ポスター
・500枚

啓発用ポスター、折込チラシ、中吊り
広告などを共同で委託することで、
事務の効率化や啓発機会の増加が
図られる。

実施方法：共同実施

③ ②

県国保連合会事業として、現在は
・収納率向上ポスター配布
・啓発品配布
・ちばテレビでのＣＭ放送
・ラジオ局（ベイエフエム）でのＣＭ放
送
・機関誌の発刊　を行っているが、現
代に即した情報メディアに変更し、効
果の拡大を図る。

・現代に即したスマートフォンやLINE
などの情報メディアを活用した方が、
より効果が期待できる。

・県が県国保連合会に対し、より効
果が期待できるよう、その手段や方
法について指導を行う。

① 年３回程度 事務担当者への事業内容の周知 県、国保連合会が主体となって実施。 ①

年１回程度（キャンペーン）
広域化導入半年前ぐらいから数ヶ月
間実施（各種広報等）

県民に広く周知し、事業概要や財政
効果を理解してもらう。

県、国保連合会が主体となって、国
保強化月間等で広報紙、報道、街頭
等による実施。

③ ③

③ ③

③ ③

③ ③

③ ③
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市町村事務の広域化等に関するアンケート 

番号

30

31

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４
⑤広報・キャンペーン④研修会

③
※研修等の場に、具体的な事務及
び事例発表を増やすことで、効果が
上がるのではないか

③

①
・町独自での研修会は実施していま
せん。

・これまでと同様に、研修会を行うこ
とにより事務の統一が図れるため

①
・町独自での特別な広報やキャン
ペーンは実施していません。
（町広報のお知らせは毎月実施

・これまでと同様に、統一した広報等
が出来るため

③ ③
③ ③

③ ③

①
・国保連合会等主催の研修会に参
加

・人材育成 ・研修会内容の検討 ① ・医療費適正化に向けての広報等
・事務の効率化
・情報共有による広報等の充実

・広報等内容の検討、情報共有

②
各種研修会における講師の派遣等
について広域で行ったほうが効果が
期待できる。（費用、事務処理等）

②
国民健康保険精度のPRについて
は、各保険者で行うより、広域で取り
組んだほうが効果が期待できる。

① 支部研修会：１回（求償事務）

【全体研修】
・これまでも県や国保連合会で研修
会を開催していたが、制度が複雑で
あるため事務手続きがわからないこ
とも多々あったため、広域化後はよ
り詳細な内容の研修会を行うこと
で、事務の適正化が図られると思わ
れる。
【エリアごとの研修】
・中央での研修では遠方の保険者
は参加しにくいが、エリアごとの研修
を開催することにより、移動時間が
短く、多くの職員が参加しやすくなる
ため、職員の資質向上が図られると
思われる。

【実施方法】
・全体研修として、県主催により、これまで
より更に詳細な内容の研修会を開催す
る。
・全体の研修の他に、エリアごとに（支部
やブロックなど）実務的な研修会を実施す
る。

①

【広報】
・町ホームページ・ツイッター：適時
・千葉テレビデータ放送：特定健診
案内

・小規模町村ではメディア等を活用し
た規模の大きい者の実施は難しい
が、共同実施することにより広域的
で多様な各種広報・キャンペーンの
実施を行うことができれば、効果も
大きいと考える。

【実施方法】
・県内市町村でまとめて、メディア等
を活用した広報活動を実施する。
・各保険者共同で、大規模なイベント
等によるキャンペーンを実施する。
【前提条件】
・標準化ではなく、共同実施で行うこ
とが必要となる。

③ ③

② ・単独実施なし
・講師等の選定、研修内容の多様
化、謝礼等費用の削減が可能

・特記なし ② ・単独実施なし ・コスト削減が可能
・各市町村による地域特性に合わせ
た事業も必要

③ ③

③ ②

・年間11回広報紙に国保関連記事
を掲載

・国保広域化による制度改正等が
あった場合、被保険者に広く周知さ
れることが期待される。

③ ③

①

 各種研修会の開催を広域化するこ
とにより、事務処理の統一化が図ら
れる。また、他の自治体の職員と交
流することにより、これまで解消でき
なかった問題を解決するための糸口
を見出す機会に繋がるのではない
かと期待できる。

これまでの説明会や研修会のように講師
が一方的に説明する形ではなく、テーマを
限定して職員が自由に意見交換するよう
な研修会の開催が必要と考える。そのた
めには、各自治体が抱える問題を定期的
に把握する必要がある。

①

　市単独で広報やキャンペーンを実
施した場合、予算や情報発信の範
囲に限界がある。広域化によりキャ
ンペーンの規模を拡大することがで
き、また情報を広く発信することで情
報を取得しやすい環境が整備でき
る。

対象者に関心を持ってもうらうため
の事業、情報発信の方法等を検討
する必要がある。

－　7　－



市町村事務の広域化等に関するアンケート 

番号

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

問１ 問２ 問３ 問４ 問１ 問２ 問３ 問４
⑤広報・キャンペーン④研修会

③ ③

② 実績なし
より専門的かつ効果的な実施が可
能となる。

② 実績なし
より専門的かつ効果的な実施が可
能となる。

③ ③

① ―
県下自治体の国保事務が比較的均
一になることが期待できる。

千葉県国保連合会との連携。 ① ―
広く県民に平等に広報することが期
待できる。

千葉県国保連合会との連携。

③ ③

① 平成30年4月までに、少なくとも１回

広域化により、事務処理方法を標準
化するものについては、研修会を実
施し、確実な事務を行う必要がある
と考えます。

・市町村間の住所移動があった場合、世
帯の継続性が保たれている場合には、高
額療養費の多数回該当を通算することと
なるが、世帯の継続性が保たれている場
合について、県内市町村で統一認識を持
ち事務を行う必要があると考えます。

① 平成30年4月までに、少なくとも１回
広報の方法について、最低限行うこ
とを統一化する必要があると考えま
す。

・市のホームページや広報誌への掲
載など、周知する内容や時期につい
て、最低限統一化する必要のあるも
のについては、統一した対応が必要
と考えます。

②
・医療・保健・介護連絡会議の実施
（数か月に１回）

・各種研修、啓発を通して、職員等
の資質の向上が期待できる。

・国保連や関係機関等と調整や協議を行
い、実施時期や実施内容の決定を行う。

①

・広報紙（年数回）
・パンフレット（年１回）
・チラシ（年１回）
・市ホームページ掲載（適宜）

・保健事業強化月間（特定健診受診
率向上強化月間等）や一斉キャン
ペーンを設定でき、被保険者へのア
ピールにつながる。

・国保連や関係機関等と調整や協議
を行い、実施時期や実施内容の決
定を行う。

② 19回（平成27年度実績）
市町村ごとに知識や事務処理方法
等に差異が生じなくなることが期待
できる。

特になし ③

③ ③

③ ③

① 市独自ではなし
県内で統一した見解が醸成されるた
め。

①
市広報紙にて年間８～１２回程度掲
載

広域で行うことで、被保険者が目に
する回数が増え、周知が図れるた
め。
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